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（
検
討
） 

第
二
条 

政
府
は
、
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
の
推
進
を
図
る
観
点
か
ら
、
一
定
の
期
間
内
に
終
了

す
る
と
見
込
ま
れ
る
事
業
の
業
務
（
高
度
の
専
門
的
な
知
識
、
技
術
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
就
く
労
働
者
で
あ
っ
て
、

使
用
者
と
の
間
で
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
す
る
も
の
（
そ
の
年
収
が
常
時
雇
用
さ
れ
る
一
般
の
労
働
者
と
比
較
し
て
高
い
水
準

と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
に
限
る
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
つ
い
て
の
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
の
期
間
の
定
め
の
な
い

労
働
契
約
へ
の
転
換
に
係
る
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
算
契
約
期
間
の
在
り
方
及

び
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
の
締
結
時
、
当
該
労
働
契
約
の
期
間
の
満
了
時
等
に
お
い
て
労
働
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為

が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
そ
の
他
必
要
な
事
項
で
あ
っ
て
全
国
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
も
の
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
（
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

政
府
は
、
特
定
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
な
法
律
案
を
平
成
二
十
六
年
に
開
会
さ
れ
る
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と

す
る
。 



 
４ 
政
府
は
、
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
の
推
進
を
図
る
観
点
か
ら
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
多
様

な
教
育
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
公
立
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
立
学
校
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
教
育
水
準
の
維
持
向
上
及
び
公
共
性
の
確
保
を
図
り
な
が
ら
、
公
立
学
校
の
管
理
を
民
間
に
委
託

す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
関
係
地
方
公
共
団
体
と
の
協
議
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
を
目
途
と
し
て
そ

の
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

５ 

政
府
は
、
毎
年
、
国
家
戦
略
特
区
支
援
利
子
補
給
金
の
活
用
及
び
認
定
区
域
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

事
業
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 

 

６ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 


